
片側車線通行禁止

8:35～11:05

片側車線通行禁止

8:35～11:40

片側車線通行禁止

8:55～11:50

片側車線通行禁止

8:05～12:15

全車線通行禁止

9:00～12:00

全車線通行禁止

9:00～12:10

全車線通行禁止

8:05～12:20

全車線通行禁止

6:00～9:30

全車線通行禁止

8:05～9:45

全車線通行禁止

10:15～16:00

全車線通行禁止

10:05～15:15

全車線通行禁止

9:40～14:30

全車線通行禁止

9:20～13:45

全車線通行禁止

9:20～13:20

全車線通行禁止

9:40～14:15

全車線通行禁止

9:40～14:05

片側車線通行禁止

10:15～15:40

全車線通行禁止

10:05～15:40

国道8号線は
常時通行可能

全車線通行禁止

10:05～15:20

片側車線通行禁止

9:20～13:55

片側車線通行禁止

9:20～13:05

片側車線通行禁止

9:05～12:50

片側車線通行禁止

9:05～12:35

全車線通行禁止

8:25～10:30

全車線通行禁止

8:25～10:45

スタート
広坂通り

フィニッシュ
石川県西部緑地公園

陸上競技場

全車線通行禁止

8:25～10:20

全車線通行禁止

8:05～10:00

全車線通行禁止

6:00～9:30

全車線通行禁止

片側車線通行禁止

9:50～14:35

片側車線通行禁止

9:50～14:45

片側車線通行禁止

9:50～15:10

全車線通行禁止

8:05～9:20

1回目の通過

2回目の通過

片側車線通行禁止
（金沢城公園側）

9:20～12:20

全車線通行禁止

千田町交差点～

松寺町東交差点は

対面通行

大河端町南交差点から

環状大浦交差点へは

通行できません

9:20～13:45

野田町西

三口新町

若松橋詰

示野橋詰

大豆田橋

長田中央

示野中町

若宮大橋

兼六園下

兼六坂上

県庁北口

南新保南

浅野本町

堀川町北

北安江町

北安江北

磯部橋詰

諸江上丁

松
島
北

東
金
沢
駅
口

環状鞍月

直江町中

大場町西

田上小学校口

兼六中学校前

小立野二丁目

観音堂公園口

旭町三丁目

石引一丁目

松村三丁目

示野中町東

大河端町南

鞍月三丁目

西小学校前

千木一丁目

　　　　　　　

松寺町東

法光寺北

松村七丁目

笠舞三丁目

下田上橋詰

寺町五丁目

入江三丁目

寺町一丁目

伏見台一丁目

野町広小路

大桑町東

大桑町南

窪二丁目

高尾一丁目

野田町

田井町

賢坂辻

泉本町

上有松

新神田

二口町

彦三町

森山北

山の上

若宮町

桜田町

古府東

赤土町

香林坊

平和町

田上町

松村町

藤江橋

西念中

南新保

問屋町

小坂町

磯部町

堀川町

神宮寺

乙丸町

木越西

千田町

木越北

森本北

百坂北

福久西

福久南

神谷内

疋田町

金沢港

鈴見

舘町

泉野有松

泉

窪町

橋場

六枚

三社

崎浦

中橋

武蔵

元車

片町

広坂

鱗町

尾山

藤江

袋畠

古府

寺中

西念

広岡

諸江

鳴和

沖町

高柳

東山

田中

福久近岡

須崎町

北間町

増泉

長坂

問屋団地東口

ゆいの里前

藤江北二丁目

畝田東四丁目

環状福久

千木北

涌
波
二
丁
目
南

金沢港・海側環状
方面への迂回路

金沢駅方面
への迂回路

金沢駅方面
への迂回路

駅西本町

三丁目

西念町西

千木大橋詰

環状大浦

大乗寺丘陵公園

金沢泉丘高
陸自金沢駐屯地 大桑橋

朝霧大橋

下菊橋

若松橋

中島大橋

鈴見橋

御影大橋

犀川大橋

桜橋

金沢高

金大附属病院

金沢
医療センター

金沢市役所

JR
北

陸
本

線

北
陸

新
幹

線

IR
い

し
か

わ
鉄

道
線

金
石

街
道

西
イ

ン
タ

ー
大

通
り

山側環状

東警察署

西警察署
金沢西高

市立工高

石川県庁
県立中央病院

済生会金沢病院

中央卸売市場

東金沢駅

北鉄石川線

森本駅

浅
ノ
川

総
合
病
院

千木病院

競馬場免許センター

佐川急便
イオン

金沢東IC

山
側
環
状

東
イ
ン
タ
ー
大
通
り

北
鉄
浅
野
川
線

海
側

環
状

駅
西

5
0
m

道
路

北陸自動車道

北陸自動車道

城北市民

運動公園

JA金沢市

ホクモウ

神谷内IC

東長江IC

JCHO
金沢病院

金沢商業高

石川県立図書館

金沢美大
新校舎

兼六園

イオン

中央郵便局
近江町市場

金沢駅

金沢城
公園

鼠多門橋

天神町

卯辰山

犀川

浅野川

金沢港

金沢21世紀美術館

西金沢駅

野
町
駅

金沢西IC

泉野図書館

市立病院

至 

湯
涌
温
泉

至 

金
沢
大
学

金沢星稜大

至 津幡町・かほく市

至
 内

灘
町

至 内灘町

至
 の

と
里

山
海

道

至
 の

と
里

山
海

道

至 

富
山

至 

金
沢
森
本
IC

至 金石西

至 
福
井
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★交通規制中は車両によるコースの通行・横断はできません。

★交通規制中はコースに面した駐車場への入出庫ができません。

★ランナー通過中は歩行者、自転車の横断はできません。

★コース周辺の道路で車両の通行が制限される事があります。

★コース手前の交差点で迂回をお願いしています。

　※交差点からコースの間に用事がある場合はスタッフにその旨を伝えてください。

★バスの運休、路線やダイヤの変更・遅れなどが予想されます。

★郵便物や宅配便などが遅れて届く事が予想されます。

交通規制による影響

西側方面から東側方面

への迂回不可区域

フィニッシュ会場周辺は混雑が
予想されます。会場にお越しの
方は金沢駅港口（西口）からの無料
シャトルバスをご利用ください。

交通規制中は有松方面から寺町一丁目方面への迂回

路はありませんので、規制解除までお待ちください。

藤江、田中交差点をご利用ください。

※西念～諸江交差点からは金沢駅には行けません。

国道8号から金沢駅へのルート

金沢駅方面
への迂回路

参照

❶~❻裏面に詳細図あり

現在の規制区域をチェック！
10月29日（日）8：30から利用できます。

全車線通行禁止

8:25～10:45

【主催】金沢マラソン組織委員会  石川県、金沢市、北國新聞社、（一財）石川陸上競技協会、金沢市陸上競技協会

大会公式ホームページ

金沢マラソン 検索

交通規制に関する
問い合わせ 金沢マラソンコールセンター Tel 076-220-2726

平日／9:00～17:45
※10月27日㈮、 28日㈯／8:00～20:00

 29日㈰／5:00～17:00

路線バスに関する
問い合わせ

北陸鉄道テレホンサービスセンター Tel 076-237-5115
 （年中無休／8:00～19:00）

西日本JRバス金沢営業所  Tel 076-225-8004
（年中無休／9:00～17:30）

金沢マラソン交通規制 検索

●大会コース及び周辺道路は混雑が予想されます。沿道にお住まいの

皆さまをはじめ、事業所、店舗などの皆さまには大変ご迷惑をおかけ

いたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

●安全管理のためコース及びコース周辺ではドローン（小型無人飛行機）

を飛ばさないでください。

第9回金沢マラソン交通規制のお知らせ 
10月29日㈰開催
8：30スタート 広坂通り

◀

石川県西部緑地公園陸上競技場
 ※広坂通り周辺の一部は6：00から ※西部緑地公園周辺の一部は17：00まで

交通規制時間帯
8：05～16：00

推奨ルート（通行可）

推奨ルート（通行可）

ENGLISH VERSION HERE



交通規制（片側車線）

9:50～15:10

藤江

西念

南新保南

ヤマダ電機 北陸スバル自動車

姉妹都市公園
文苑堂ツタヤ

→

金
沢
東
IC

←
金沢西 IC

南新保町↑

8

8

マクドナルド

北陸自動車道

ニトリ
↓ 西念町西

金沢駅には行けません

この先、松村町交差点で通行止め

金沢駅方面への迂回路
↓中橋

駅西50m道路・西念周辺　※西念、南新保南、南新保、諸江交差点からは金沢駅には行けません。 藤江、田中交差点をご利用ください。

6

4

兼六園下～橋場交差点周辺　※この区間はランナーが2回通過します。

山側環状・大桑町周辺

フィニッシュ会場周辺

金沢駅周辺スタート会場周辺

157

159

159

159

159

159

159

8

8

359 359

交通規制（全車線）

6:00～9:30

交通規制（全車線）

6:00～9:30

交通規制（全車線）

6:00～12:20

交通規制（全車線）

10:15～16:00

交通規制（全車線）

10:00～17:00

交通規制（片側車線）

9:50～15:10

交通規制（片側車線）

8:35～11:40

交通規制（片側車線）

9:05～12:35

交通規制（全車線）

8:05～9:20

交通規制（全車線）

8:05～9:45

交通規制（全車線）

8:05～12:20
交通規制（全車線）

8:05～12:20

交通規制（片側車線）

9:50～14:45

交通規制（片側車線）

9:50～14:35

交通規制（全車線）

8:05～9:45
交通規制（全車線）

8:05～12:20

交通規制（全車線）

8:05～10:00

第1ウェーブスタート

こ
の
先
、
Ｊ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
金
沢
病
院
の
利
用
者
の
み
通
行
可

西部緑地公園内の道路は
10月28日㈯22:00～
10月29日㈰18:00まで
関係車両以外通行禁止
となります。

この先、山側環状
田上方面は通行不可

側道から田上方面への
本線には進入できません

1回目の通過時 2回目の通過時

大桑高架橋 側道は通行可

大桑高架橋 側道は通行可

第2ウェーブスタート

フィニッシュ

8:05～9:30

広坂交差点
通行不可

6:00～9:30

通行不可

6:00～9:30

通行不可

6:00～9:30

通行不可

8:05～10:00

通行不可

8:05～10:00

通行不可

交通規制（片側車線）

9:20～12:20

交通規制（片側車線）

8:05～12:15

歩行者・自転車横断可

※係員が誘導します。

フィニッシュ会場へは
金沢駅金沢港口（西口）
からの無料シャトルバスを
ご利用ください。

無料シャトルバス

乗降場

この先、内灘方面は

通行不可

交通規制（片側車線）

8:05～12:15

市役所前

示野橋詰

兼六園下

兼六園下

尾張町南尾張町南

堀川町中

堀川町西

堀川町北

北安江南

北安江町

北安江北

諸江小前

七ツ屋北

大手町

大手堀

尾張町

尾張町

古府町

古府西

稚日野

古府東

松島北

堀川町

広岡中

広岡東

日吉町

二口町

広岡西

西念町

西念町西

香林坊

上堤町

広坂

古府

袋畠

広
岡

中橋

六枚 白銀

尾山

南町

広岡一丁目

広岡二丁目

別院通り口

本町二丁目

中橋高架下

駅西本町一丁目 労済会館前

西念町東

長田中央

尾山神社前
北
安
江
高
架
下

駅西本町三丁目

涌波二丁目南

金沢駅前中央

大桑町南

検察庁前 検察庁前
大手町

大手堀

橋場 橋場

二塚交番前

西部緑地
公園口

金沢市役所

しいのき迎賓館

金沢城公園

駅西
中央公園

駅
西

50m
道

路

金
石

街
道

北安江
高架橋

勤労者
プラザ

金沢市企業局

パ
ー
ク
ビ
ル

リ
フ
ァ
ー
レ

県
立
音
楽
堂

東大通り
金
沢
駅

兼六園口
（東口）

金沢港口
（西口）

←
金

石

武蔵→

鳴和→

田上→

←長坂

↑
笠
舞

↑
専
光
寺

末
町
↓

金沢商工会議所

尾山神社

鼠多門

北
陸
銀
行

金
沢
信
用
金
庫

文
化
ホ
ー
ル

金
沢
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル

広坂合同庁舎
北
國
新
聞
会
館

日本銀行

金沢東急
ホテル

香
林
坊
大
和

石浦神社

ヤマダ電機

スポーツデポ

アクトス

尾崎神社

KKR金沢黒
門
前
緑
地

兼六園
石川四高記念
文化交流館

金沢21世紀美術館

裁判所

石川門 石川門

3号館
県立野球場

4号館

崎浦涌波トンネル

山側環状 大桑高架橋

北
陸

自
動

車
道

産業展示館
1号館

2号館

浅
野
川

北
陸

新
幹

線

JR
北

陸
本

線

北
鉄
浅
野
川
線

東山

大桑 涌波

大手町

尾張町

兼六元町 兼六元町

材
木
町

橋場町 橋場町

材
木
町

犀川

犀川

いしかわ
四高記念公園

しいのき緑地

北國銀行本店 フォーラス

クロス
ゲート

ポ
ル
テ
金
沢

北陸銀行

北國銀行

諸江町
小学校

示野→

富
山

→

玉鉾→

新
神

田
→

←
福

井

コンビニ

テルメ金沢 テレビ金沢

いしかわ総合
スポーツセンター

石川県兼六
駐車場

石川県兼六
駐車場

大手町

検察庁 検察庁

浅野川大橋浅野川大橋

石
引
↓

石
引
↓

↑
鳴
和

↑
鳴
和

田
井

町
→

天神橋→
天神橋→

田
井

町
→

←
広

坂

←
広

坂

←武蔵 ←武蔵

東山

尾
張
町

浅野川 浅野川

↑
武
蔵

片
町
↓

鱗
町
↓

↑
兼
六
園
下

大手町→

←三社

陸上競技場石川県西部緑地公園

金沢城公園 金沢城公園

IRいしかわ鉄道線

三社

←

大豆田 ←

↑
  問屋町

↑
金
沢
港

金沢駅金沢港口（西口）を利用する一般

車両（バス、タクシー、福祉車両等を除く）

は緑の矢印が推奨ルートとなります。

金沢駅推奨ルート 駐車場

示野橋

裁判所

ひがし茶屋街

主計町茶屋街

ひがし茶屋街

P

P

P

P

P

駅西50m道路及び広岡交差点から北

安江北交差点周辺は、大変混雑します

ので金石街道又は東大通りをご活用

ください。

注意  混雑エリア

注意  混雑エリア

マラソンコース

車両通行可能な方向

凡例



金沢マラソン 2023の地域ランナー枠の募集結果について 
 

１ 地域ランナー枠について（2022 年から本格実施） 

  金沢市内の町会に加入されている方で、希望者を対象に定員 500 人で優先的に抽選。 

※なお、地域ランナー枠で落選した方の中で、一般抽選で当選した方も、 

 校下（地区）名入りアスリートビブスを着用して出走。 

 

[参考]  

校下（地区）名入りアスリートビブス（イメージ）  

 

 

 

 

 

 

 

２ 募集期間等 

令和５年４月 14 日（金）～ ５月 24 日（水）  

※ 一般のエントリー期間と同じ 

 

 

３ 応募及び抽選結果（優先的抽選）  

         

項 目 人 数 

応募者 1,565 人 

当選者（入金済） 989 人 

    ※一般抽選での当選者を含む。 

 

４ 今後の予定等 

  令和５年９月１日（金）に校下（地区）各公民館メールアドレスあてに 

『金沢マラソン 2023 地域ランナー枠 出走者リスト』を送付。 

  大会当日、町会連合会の皆さまにおかれましては、地域ランナー枠出走者に、  

  温かいご声援をお願いいたします。 

 

 

金沢マラソン組織委員会事務局 

 担当：徳田、松川＿＿ 

 ０７６-２２０-２７２６ 

 tokuda_w@city.kanazawa.lg.jp 

校下（地区）名
出場者
（名）

校下（地区）名
出場者
（名）

野町町会連合会 11 西南部校下町会連合会 30
弥生町会連合会 25 三和校下町会連合会 12
中村町校下町会連合会 11 三馬校下町会連合会 25
十一屋校下町会連合会 14 米泉校下町会連合会 13
泉野校下町会連合会 20 富樫校下町会連合会 24
長坂台校下町会連合会 41 伏見台校下町会連合会 42
新竪町地区町会連合会 7 額校下町会連合会 14
菊川地区町会連合会 17 四十万校下町会連合会 21
材木地区町会連合会 23 扇台校下町会連合会 15
味噌蔵地区町会連合会 11 長田町校下町会連合会 13
長町地区町会連合会 9 戸板校下町会連合会 33
松ヶ枝地区町会連合会 7 西校下町会連合会 10
長土塀町会連合会 10 二塚地区町会連合会 12
芳斎地区町会連合会 10 安原地区町会連合会 18
此花地区町会連合会 4 大徳地区連合町会 62
瓢箪地区町会連合会 7 金石町校下町会連合会 12
馬場校下町会連合会 8 大野町町会連合会 3
浅野町校下連合町会 13 小立野町会連合会 20
森山校下町会連合会 20 崎浦地区町会連合会 28
小坂校下町会連合会 33 内川校下町会連合会 0
千坂校下町会連合会 20 犀川地区町会連合会 10
夕日寺校下町会連合会 12 湯涌校下町会連合会 1
諸江地区町会連合会 34 田上地区町会連合会 43
浅野川校下町会連合会 11 東浅川地区町会連合会 2
鞍月校下町会連合会 26 俵地区町会連合会 1
粟崎校下町会連合会 18 医王山地区町会連合会 0
川北地区町会連合会 6 森本地区町会連合会 17
大浦校下町会連合会 17 花園地区町会連合会 2
米丸校下町会連合会 33 湖南地区町会連合会 2
新神田校下町会連合会 9 薬師谷地区町会連合会 2
押野校下町会連合会 14 三谷地区町会連合会 1

合　　　計 989

地域ランナー枠　校下（地区）別出場者数



別紙 

町会連合町会長様へのお知らせ 

労 政 号 外  

令和５年８月 28 日  

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

                          金沢市労働政策課 

                             課長 中西 賢治 

 

金沢市はたらく人の地域活動促進奨励金の運用について 

 

日頃から、本市行政に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 前回ご案内させていただきました「金沢市はたらく人の地域活動促進奨励金」事業

につきましては、地域コミュニティの活性化や地域の担い手づくりを目的とした新規

事業であり、その運用にあたっては不正な受給が行われたりすることのないよう適切

に運用されることが非常に重要であると考えています。 

そこで今後、本事業の運用にあたっては、奨励金の申請者から、主催者側として参

加したことが確認できる資料や写真等に加え、町会連合会長様や単位町会長様、公民

館長様など対象となる地域活動の代表となる方の確認印を徴した書類も併せ、市に提

出いただくことで、適切な運用に万全を期したいと考えています。 

 つきましては、各校下、各地区において本事業をご周知いただきますとともに、引

き続きのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

【お問合せ先】 

 金沢市労働政策課 

 担当 釜本 

 電 話：076-220-2199 

 ＦＡＸ：076-260-7191 

 e-mail：roudou@city.kanazawa.lg.jp 



令和５年度 新規事業！ 金沢市労働政策課

金沢市はたらく人の
地域活動促進奨励金
地域活動休暇制度を創設するなど、従業員が

地域活動に参加しやすい職場づくりに取り組む
事業主に奨励金を支給します！

助成額

１０万円

対象事業主

金沢市内に主たる事業所を有する中小企業等
対象地域活動

公民館や町会が主催する祭り、スポーツ大会など

申請方法等、『金沢市 はたらくサイト』をご確認ください

金沢市 はたらくサイト
https://kanazawa-hataraku.jp/

詳細は裏面をご覧ください



主な内容

▶ 対象事業主
以下を満たす方が対象です

①金沢市内に主たる事業所を有する中小企業等の事業主
②令和５年４月１日以降に、労働協約または就業規則
により、地域活動参加のため、複数日取得できる
休暇制度を導入している事業主

③休暇制度の創設を従業員に周知し、積極的に
取得を促進している事業主 など

▶ 対象となる地域活動
金沢市内の公民館や町会が主催する祭りやスポーツ大会、

文化祭など

▶ 主な要件
地域活動休暇制度を創設してから、雇用する従業員が、
１年以内に２日以上地域活動休暇を取得していること
※ただし、従業員は主催者側として地域活動に参加する
必要があります

▶ 助成額
１０万円（１企業１回限り）

▶ 申請期限
地域活動終了日の翌日から３月以内

問合せ先 金沢市経済局労働政策課
電話 (076)220-2199 FAX (076)260-7191
Email:roudou@city.kanazawa.lg.jp



 

班回覧のお願い         

 環 政 第 10 1 5 号 

令和５年８月 28 日 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

 

 

                          金沢市環境政策課 

                           課長 永井 俊宏 

 

 

「第７回食品ロス削減全国大会 in 金沢」チラシ班回覧へのご協力のお願い 

 

 日頃から、本市行政に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび当課では、食品ロス削減に向けた機運の醸成を図るため、10 月

30 日（食品ロス削減の日）に、『「もったいない」がないまち～おいしく残さず食

べまっし～』をテーマに、金沢市文化ホールにて標記イベントを開催します。 

 つきましては、別添回覧チラシのとおり、市民の皆様にお知らせしたいと存じま

すので、各世帯への回覧につきまして、格別のご高配を賜りますようお願い申し上

げます。 

 なお、回覧チラシは、令和５年９月８日に各校下（地区）事務局にお届けしたい

と存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件のお問い合わせ先） 

金沢市環境政策課 担当 坂口、加藤 

電 話：076-220-2507 

ＦＡＸ：076-260-7193 







_町会連合会長様へのお知らせ  

危 機 第 2 3 2 号 

令和５年８月 28 日 

                         （2023年） 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

   （自主防災組織 代表者） 

 

                        金沢市危機管理監 

                           上 野 浩 一 

（公印省略） 

 

令和６年度市民防災訓練について 
 

 日頃から、本市行政に関しまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和６年度市民防災訓練につきまして、下記のとおり開催要望の受付を開始

しますので、各校下（地区）で御検討くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、御不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 校下（地区）からの要望 

  次年度の訓練実施を希望する場合は令和５年 10月 27日(金)までに危機管理課

へ文書で要望書を提出してください。（書式は自由） 

 

２ 安全安心委員会と金沢市が協議し、次のことを決定 

（１） 実 施 日 … 令和６年８月 25日（日） 

       昨今の気象状況等を考慮し、変更する可能性もあります。 

 （２）訓練想定 … 金沢市内で最大震度６強の地震発生 

（３）実施地区 … ３校下（地区）の選定 

 

 

 

 

 
（本件のお問い合わせ先） 

金沢市危機管理課 

担当 木村・藤川 

電 話：076-220-2060 

ＦＡＸ：076-233-9999 



市 推 号 外 

令和５年８月 28 日  

                            （2023 年） 

 

 

各校下・地区町会連合会会長 様 

 

 金沢市町会連合会長  中川  一成 

金沢市市民協働推進課長  木谷 満貴子 

 

  

 

令和６年度（一財）自治総合センター 

コミュニティ助成事業に対する団体推薦について（依頼） 

 

 

 残暑の候、貴職におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申しあげ

ます。 

 日頃から、地域におけるコミュニティ活動の推進に多大なるご協力を 

賜り誠にありがとうございます。 

 さて、(一財)自治総合センターでは、地域社会の健全な発展を図ると 

ともに、宝くじの社会貢献広報とするため、コミュニティ活動で使用する

設備、用具の整備について助成制度を設けています。 

 つきましては、別紙要領に基づいてご推薦いただきますようお願いいた

します。 

 なお、ご推薦いただきましても、県内各市町の申請状況または(一財)自

治総合センターの予算枠等により採用されないこともありますので、あら

かじめご了承いただきますようお願いいたします。 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

〒920-8577 金沢市広坂 1-1-1 

金沢市市民協働推進課 

担当:豊田、山本 

℡:220-2026 Fax:260-1178 

e-mail:kyoudou@city.kanazawa.lg.jp 

９月 25 日（月）までに 

金沢市町会連合会事務局あて

ご提出下さい。 



（別 紙） 

１．事業の趣旨 

   (一財)自治総合センターが、地域のコミュニティ活動に助成を行うことにより、

地域社会の健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献広報を行うもの。 

 

２．助成内容 

   地域の祭り等に使用する、太鼓、御輿、山車の購入費など 

（令和６年度内に事業の実施・完了が可能なものに限る） 

    100 万円～250 万円（10 万円単位,10 万円未満切り捨て）※補助率 100％ 

 

３．推薦基準 

    以下の要件を満たす地域コミュニティ団体 

①金沢市内の町会又は校下・地区町会連合会であること。（保存会等は不可） 

   ②申請する用具について、地域における活動実績があり、今後も継続して 

活動を行うことが見込まれ、規約や事業計画及び収支等が明確である。 

   ③１校下・地区町会連合会につき１団体 

    ※なお、団体の活動区域が複数の校下・地区町会連合会にまたがる場合は、

主たる活動区域で判断してください。 

④過去に当該助成金の交付を受けた日の属する年度から起算して、５年間経過 

 していること。（令和元年度に助成金の交付を受けた団体は、令和７年度実施 

分から推薦が可能） 

なお、複数の団体から応募があった場合、新規団体が優先となります。 

 

４．推薦方法 

   別紙「推薦書」に必要事項を記入。 

 

５．添付書類 

   ①団体会則（規約） 

   ②令和５年度会員名簿 

③令和５年度事業計画・収支予算書 

   ④令和２～令和４年度活動報告書・収支決算書 

⑤備品管理運営規程（案も可） 

⑥保管場所位置図・配置図 

⑦保管場所使用承諾書（コピーで可） 

⑧見積書（備品の品番・規格、宝くじ広報表示の明記が必要） 

⑨カタログ（該当ページのカラーコピーでも可） 

 ※その他、活動及び事業内容がわかるもの（広報誌、活動写真等） 

 

提出書類は原則 A4 縦サイズとしてください（説明資料は A3 横サイズも可）。 



上記以外のサイズ（A4 横向き、A3 縦向きで印刷されたものも含む）の書類は添

付しないようにお願いします。 

 

６．推薦締切日 

各校下・地区町連から金沢市町連への推薦締切  令和５年９月 25 日（月） 

７．提出先 

   金沢市町会連合会事務局 

 

８．宝くじの社会貢献広報表示について 

 本制度の趣旨から、整備した設備や物品等には宝くじの広報表示を行うことが義務づ

けられています。以下に従い、必ず宝くじの広報表示を実施してください。広報表示

にかかる経費は補助対象経費ですので、見積書に計上するように業者にお伝えくださ

い。 

 

① 宝くじの社会貢献広報：表示に関するデザインマニュアル」に準拠すること。 

http://www.jichi-sogo.jp/enterprise（自治総合センターHP）からデザインをダウンロー

ドして利用すること。（カラー表示とし、白黒は不可。） 

② 整備した設備・備品（付属品・部品を含む）の全てに広報表示を行うこと。 

③ 広報効果が発揮できるように、備品の使用時に視認可能な場所（高さ）、大きさで表示す

ること。（備品の大きさに対し、極端に小さい表示は不可。） 

④ 広報表示については、固定プレートによる表示、ペイント・印刷による表示、 

布製ステッカーの縫い付け表示（布生地への表示に限る）が原則。 

（特に屋外に設置する設備・備品については、固定プレートによる表示、ペイントによる

表示を行うこと。） ただし、備品の内容、素材によって、上記の表示を行うことで、備品

の使用に支障をきたす場合は、シールでの貼り付けも可。  

⑤ 表示は剥離の懸念のないようにすること。表示部分の全面が固定化・接着されていない場

合や、接着が不十分と認められる場合は、不可。 

 

※ご不明な点は市民協働推進課担当までご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年  月  日 

 

金沢市町会連合会 

会長 中川 一成  様 

団  体  名                        

代表者住所                        

代表者氏名                     ㊞ 

 

推    薦    書 

 

(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業について、下記の団体を推薦いたします。 

 

金沢市町会連合会事務局への提出期限 令和５年９月 25 日（月）厳守  

 

 

 

    

団 体 の 名 称 
 

事務所所在地 
〒     金沢市 

電話：            （担当：     ） 

校下・地区名  

団 体 構 成 等 構成：      人 活動開始年月日：   年  月  日 

事 業 名  

地域課題 

（解決が見込

まれる地域課

題） 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

事業効果 

(地域住民への

効果) 

 

 

 

 

緊急性 

（あれば） 

 

 

 

 



 

令和５年  月  日 

 

金沢市町会連合会 

会長 中川 一成  様 

団  体  名   ○○校下町会連合会   

代表者住所   金沢市○○町○○番地 

代表者氏名   会長 ○○ ○○  ㊞ 

 

推    薦    書 

 

(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業について、下記の団体を推薦いたします。 

 

 

団 体 の 名 称 ○○町会 

事務所所在地 
〒○○○-○○○○     金沢市○○町○○番地 

電話：○○○-○○○○-○○○○    （担当：○○ ○○） 

校下・地区名 ○○校下町会連合会 

団 体 構 成 等 構成：     ○○人 活動開始年月日：昭和○○年○月○日 

事 業 名 太鼓の購入 

地域課題 

（助成を受け

ることで解決

が見込まれる

地域課題） 

少子化や、地域コミュニティの希薄化により、地域の子どもが伝統

芸能に触れる機会が減っている。昭和○○年より、町会内の太鼓保

存会を中心とし、伝統芸能である太鼓演奏の普及・伝承に努めてい

るが、近年は参加者の減少に悩まされている。 

事 業 内 容 
新たに太鼓を購入し、太鼓教室の開催や福祉施設等での太鼓演奏を

より一層活発に行う。 

事業効果 

(助成を受ける

ことによる地

域住民への効

果) 

太鼓教室の開催や、地域の祭り・福祉施設等での太鼓演奏が活発に

行われることで、地域の子どもが伝統芸能に触れる機会が増え、伝

統芸能の継承が円滑に行われるとともに、地域の祭り等催事の盛大

な開催につながり、地域コミュニティが活性化される。 

緊急性 

（あれば） 

現在、団体は自前の太鼓を所有しておらず、他団体から太鼓を借用

しているため、太鼓教室等の活発な実施に大きな支障をきたしてい

る。 

記入例 



記載要領 

 

■地域課題 

助成を受けることで、解決が見込まれる地域課題を記載ください。 

 

 

■事業内容 

助成を受け、実施する事業内容を記載ください。 

 

 

■事業効果 

事業を行うことで、地域住民や地域コミュニティに及ぶ効果を、できるだけ具体的に

記載ください。 

 

 

■緊急性 

助成を緊急に受ける必要がある事情があれば、できるだけ具体的に記載ください。 



市 推 号 外 

令和５年８月 28 日 

 （2023年）     

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

                            金沢市市民協働推進課 

課長 木谷 満貴子 

 

「地域活動デジタル活用講座」出前講座の開催について 

 

日頃から、市政推進にご理解とご協力を賜り、御礼申し上げます。 

７月に開催しました「地域活動デジタル活用講座」全体講座には、多くの皆様にご参加

いただき、誠にありがとうございました。全体講座事後アンケートでもご要望がありまし

た「地域活動デジタル活用ガイド」を活用した出前講座を下記のとおり開催することとな

りましたので、ご案内いたします。 

つきましては、出前講座を希望される校下（地区）町会連合会は、別紙「受講希望調査

票」にて参加の申込みをいただけますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．講 座 内 容  「地域活動デジタル活用ガイド」に沿った希望の内容 

例）〇役員等間の連絡・情報共有体制を構築してみよう！ 

（LINEによるメッセージの送受信、LINEグループの活用） 

            〇オンラインで会議の出欠確認や防災訓練を実施してみよう！ 

（Googleフォームによる出欠や安否確認の回答、作成） 

             〇オンラインでアンケートをしてみよう！ 

（Googleフォームによるアンケートへの回答、作成） 

             〇活動の情報を発信してみよう！ 

（Facebookや Instagramによる情報発信） 

※「地域活動デジタル活用ガイド」は金沢市ホームページからダウンロード可能です。 

  （トップページ＞くらし・手続き＞町会・協働・市民活動＞町会・地域コミュニティ） 

２．申 込 対 象  校下（地区）町会連合会（各町会連合会あたり１回まで） 

３．申 込 期 間  令和５年９月 29日（金）まで 

４．講     師  石川 きょうこ氏（予定） 

                   （金沢市市民活動サポートセンターICT分野外部アドバイザー）   

  ５．開 催 日 時  各校下（地区）町会連合会と別途調整（令和５年度内） 

 ６．開 催 場 所   申込された校下（地区）町会連合会で Wi-Fi の利用が可能な会場の 

準備をお願いいたします。 

７．受 講 費 用  無料 

 ８．準 備 物 等  講座で利用するスマートフォンやノート PCについては、申込され 

た校下（地区）町会連合会でご準備をお願いいたします。 

【問い合わせ先】 

市民協働推進課 担当：豊田、神田 

TEL：076-220-2026 FAX:076-260-1178 

E-mail：kyoudou@city.kanazawa.lg.jp 



市 推 号 外 

令和５年８月 28 日 

（2023年） 

 

各校下（地区）町会連合会長 様 

 

金沢市市民協働推進課 

               課長 木谷 満貴子  

 

 

１０月の班回覧について 
 

 

 日頃から、市政推進や地域の町会活動等にご尽力を賜り、感謝申し上げます。 

 さて、10月の班回覧に向け回覧物の準備を進めておりますが、まずは取り急ぎ、

下記のとおり実施予定をお伝えしますので、予めご了承いただきますようお願い申

し上げます。 

 

 

１．回覧物 

① 森林の土地の所有者届出制度について（森林再生課） 

② クマにご注意（森林再生課） 

③ カラスによる被害の対策方法について（環境政策課） 

④ 高齢者向け運転免許証返納啓発チラシ（交通政策課） 

⑤ 住宅防火について（予防課） 

 

 

２．配送時期 

  ９月下旬頃 

 

 

  
（お問い合わせ先） 

金沢市市民協働推進課 

 担当 真田 

電 話：２２０－２０２６ 

ＦＡＸ：２６０－１１７８ 



 町会長様へご周知ください  

景 政 第 9 0 号 
  令和５年８月２８日 

 
各校下（地区）町会連合会会長 様 
 
 

金沢市景観政策課       
課 長  南 野 浩 克 

   
 
 

令和５年度かなざわ景観協力賞の募集について 

 
 
日頃から、本市の景観行政に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 
さて、本市では美しい景観のまちづくりの推進に貢献された個人及び団体を表彰 

することにより、その意識の高揚と活動の一層の発展を図るとともに、市域全体の

さらなる景観の向上に寄与することを目的として、かなざわ景観協力賞の表彰を 
行っております。 
 つきましては、貴校下（地区）内の各町会長の皆さまにもご周知いただきたく、

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

金沢市景観政策課 

担当 渡邊 

電 話：２２０－２３６４ 

ＦＡＸ：２２４－５０４６ 



 
 

 

○募集要領 

（１）目的  

  金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例に基づき、美しい景観のまちづくりの

推進に貢献した個人及び団体を表彰することにより、その意識の高揚と活動の一層の発展を図

るとともに、市域全体のさらなる景観の向上に寄与することを目的としています。 
 
（２）対象者   

対
象
者 

・本市で活動を行っている個人及び団体 
（個人及び町会、NPO、ボランティア団体、学生のクラブ活動などのグループ） 

対
象
と
な
る
活
動 

・地区の景観の向上、改善に取り組む活動を実践していること 
（清掃、除草及び飾花活動など複数の活動を通じてまちなみ等の地域景観の向上に寄

与した個人及び団体） 

・地区の景観資源を活用してまちづくり活動を実践していること 
（町家、用水及び寺院群などを活かしたまちづくり活動を通じて景観の向上に寄与し

た個人及び団体） 

・本市の景観施策に積極的に協力し、景観の向上につながっていること 
（地区計画やまちづくり協定など、地区のルールを定めてまちづくり活動を通じて景

観の向上に寄与した団体等） 
＊おおむね活動期間が３年以上継続しているもの 

 
（３）応募方法・締め切り  

  自薦・他薦を問いません。所定の応募用紙に必要事項を記入して令和 5 年 10 月 27 日（金）

までに、下記の応募先まで郵送または持参してください(郵送は必着)。お送りいただいた書類は

お返しできませんので、あらかじめご了承ください。 
また、この応募によりいただいた個人情報は、当該選考以外には使用しません。応募の対象

となる活動など、ご不明な点がありましたら、下記までご相談ください。なお、過去に受賞し

た団体の活動をホームページで公開しておりますので、参考としてください。 
 
（４）選考・表彰  

  かなざわ景観協力賞選考委員会で選考を行い、表彰は表彰楯を贈呈します。 
 
（５）応募用紙  

  裏面の応募用紙に記入してください。また、金沢市ホームページからダウンロードできます。 
 
（６）応募先・問い合わせ先  

  金沢市景観政策課 
   〒920－8577 金沢市広坂 1 丁目 1 番 1 号（金沢市役所３階） 
   電話：076-220-2364 FAX：076-224-5046  e-mail：keikan@city.kanazawa.lg.jp 
 
 

かなざわ景観協力賞の表彰対象者の募集 

－ 地域景観の向上に貢献している団体等を募集します － 



*個人で応募される方はこちらに記入して下さい。

*団体で応募される方はこちらに記入して下さい

（令和　　年　　月現在)

団体設立
年月

　　　　　　　 年 月

（担当者名）

（電話番号）

年 月 　　　年　　　　ヶ月

１．金沢市内の特定の区域　　　　　　　　　　　　町会、校下、地区

年間活動日数　　　日（月　　　　回程度）

活動人数　１回　　　　　　人

＊スペースが不足するときは、別紙に記載するなどして下さい。

景観に関する
表彰歴

（受賞年月日、表彰名、主催者等記入して下さい）

名

活動の継続年数

(活動の様子が分かる写真や記録等を添付してください。)

２．その他（具体的に）　　　　　　　　　　　　

　活動の効果

団
　
体

　活動開始年月

団体代表者名

連絡先

　活動の具体的内容

〒

*推薦の場合は下記に記載して下さい。

個
　
人

氏　名
ふりがな

 団　　体
構成員数

住　所
〒

住所または所在地

表
　
彰
　
対
　
象

電話番号

団体
ふりがな

名

電話番号

　活動の目的

個人・団体名

　活動地域の範囲

代表者
ふりがな

令和５年度　かなざわ景観協力賞　応募用紙

申
込
者

氏　名
ふりがな

住　所



 1 

 

班回覧のお願い         

 学 職 第 ６ １ ７ 号 

令和５年８月２８日 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

 

                       金沢市教育委員会 

                        学校職員課長 地下 雅志 

                        生涯学習課長 村田 昌人 

 

県立夜間中学リーフレットの班回覧へのご協力のお願い 
 

 日頃から、本市行政に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、様々な理由により義務教育を修了できなかった方や不登校等のためにほと

んど学校に通えなかった方、本国で義務教育を修了していない外国籍の方などの学

びたいという願いに対応して、夜の時間帯に授業が行われる県立夜間中学の開設に

向けて、石川県教育委員会が別添案のとおりリーフレットを作成中です。 

 リーフレットが完成しましたら、市民の皆様にお知らせしたいと存じますので、

各世帯への回覧に格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、リーフレットは、令和５年９月下旬に各校下（地区）事務局にお届けした

いと存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件のお問い合わせ先） 

金沢市教育委員会 

学校職員課 外川 

電 話：076-220-2445 

ＦＡＸ：076-260-7195 

生涯学習課 千田 

電 話：076-220-2441 

ＦＡＸ：076-220-2488 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
郵便はがき 

 

                       ９ ２ ０ － ８ ５ ７ ５ 

 

 

                      （受取人） 

                      石川県金沢市鞍月１－１ 

石川県教育委員会 学校指導課 

夜間中学アンケート係 行 

 

 

 

                                                 

 

夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

のリーフレットを見
み

て、次
つぎ

のアンケートに協
きょう

力
りょく

してください 

（はがき、Web回
かい

答
と う

いずれでもよいです） 

 

 あなたのことについて教
おし

えてください。  

 

年
ねん

齢
れい

        歳
さい

   お住
すま

いの市
し

町
ちょう

               市
し

・町
まち

 

国
こ く

籍
せき

（例
れい

：日
に

本
ほん

）                                    

 

 

 

 

令和
れ い わ

７年
ねん

 

４月
がつ

開
かい

校
こ う

 

夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

シンポジウム 

＆個
こ

別
べつ

相
そう

談
だん

会
かい

 入
にゅう

場
じょう

無
む

料
りょう

 

１３：００～ 開
かい

場
じょう

・受
うけ

付
つけ

 

１３：３０～ 開
かい

会
かい

 

１３：４０～ 

 

基
き

調
ちょう

講
こう

演
えん

「…………………………」 

（基
き

礎
そ

教
きょう

育
いく

保
ほ

障
しょう

学
がっ

会
かい

会
かい

長
ちょう

 岡
おか

田
だ

敏
とし

之
ゆき

氏
し

） 

１４：３０～ パネルディスカッション及
およ

び質
しつ

疑
ぎ

応答
おうとう

 

１５：２０～ 教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

からのお知
し

らせ 

１５：２５～ 閉
へい

会
かい

（閉
へい

会
かい

後
ご

、個
こ

別
べつ

相
そう

談
だん

会
かい

） 

 

日
にち

時
じ

 令
れい

和
わ

５年
ねん

１１月
がつ

５日
にち

（日
にち

） １３：３０～１５：３０ 

場
ば

所
しょ

 石
いし

川
かわ

県
けん

地
じ

場
ば

産
さん

業
ぎょう

振
しん

興
こう

センター第
だい

１研
けん

修
しゅう

室
しつ

 

（金
かな

沢
ざわ

市
し

鞍
くら

月
つき

２－１） 

〈参
さん

加
か

申
も う

し込
こ

み方
ほう

法
ほう

〉 

① 右
う

記
き

QRコードより電
でん

子
し

申
しん

請
せい

 

② 電
でん

話
わ

で申
も う

し込
こ

み（電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

 ０76-225-1834） 

   ※平
へい

日
じつ

午
ご

前
ぜん

９時
じ

～午
ご

後
ご

５時
じ

 

③ お名
な

前
まえ

、ご住
じゅう

所
し ょ

、電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

を記
き

載
さい

し、Faxを送
そ う

付
ふ

 

（Fax番
ばん

号
ごう

 076-225-1832） 

石
いし

川
かわ

県
けん

立
りつ

    中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

（夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

）は、様
さま

々
ざま

な理
り

由
ゆう

により義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

を修
しゅう

了
りょう

できなかった人
ひと

、不
ふ

登
とう

校
こう

等
とう

のためにほとんど学
がっ

校
こう

に通
かよ

えなかった人
ひと

、本
ほん

国
ごく

で義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

を修
しゅう

了
りょう

していない外
がい

国
こく

籍
せき

の人
ひと

などが中
ちゅう

学
がっ

校
こう

などの学
がく

習
しゅう

内
ない

容
よう

をもう

一
いち

度
ど

「学
ま な

び直
な お

す」ことができる学
がっ

校
こう

です。 

週
しゅう

５日
にち

（平日
へいじつ

）、１日
にち

４時
じ

間
かん

、 

週
しゅう

２０時
じ

間
かん

の授
じ ゅ

業
ぎょう

があります。 

授
じ ゅ

業
ぎょう

料
りょう

はかかりません。教
きょう

科
か

書
し ょ

は無
む

償
しょう

です。 

（材
ざい

料
りょう

費
ひ

などがかかる場
ば

合
あい

があります） 昼
ひる

間
ま

の中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

と同
おな

じ９教
きょう

科
か

全
すべ

てを

学
まな

びます。（特
と く

定
てい

の教
きょう

科
か

だけを学
まな

ぶ

ことはできません） 

石
い し

川
か わ

県
け ん

立
り つ

        中
ちゅう

学
が っ

校
こ う



◎アンケート質問
しつもん

 

答
こた

えは、右下
みぎした

のハガキに書
か

いてください。 

 

【質問
しつもん

１】石
いし

川
かわ

県
けん

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

は、夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

（夜
よる

に通
かよ

うこと

ができ、１５歳
さい

以
い

上
じょう

の人
ひと

の学
まな

び直
なお

しのための中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

）

を令
れい

和
わ

７年
ねん

４月
がつ

に開
かい

校
こ う

します（授
じゅ

業
ぎょう

時
じ

間
かん

は１７時
じ

４５分
ふん

～２１時
じ

頃
ごろ

）。あなたはこの学
がっ

校
こ う

に通
かよ

いたいと思います

か。②と③を選
えら

んだ方
かた

は、選
えら

んだ理
り

由
ゆう

を教
おし

えてくださ

い。 

① 入
にゅう

学
がく

したい   ② 入
にゅう

学
がく

を検
けん

討
と う

したい 

③ 入
にゅう

学
がく

したいが通
かよ

うのが難
むずか

しい 
 

【質問
しつもん

２】入
にゅう

学
がく

を希
き

望
ぼう

する理
り

由
ゆう

は何
なん

ですか。 

いくつ答
こた

えても構
かま

いません。 

① 中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

を卒
そつ

業
ぎょう

していないから 

② 中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

を卒
そつ

業
ぎょう

したが、十
じゅう

分
ぶん

に通
かよ

えなかったから 

③ 中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

を卒
そつ

業
ぎょう

したが、中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

の勉
べん

強
きょう

を学
まな

び直
なお

し

たいから 

④ 高
こ う

校
こ う

等
と う

への進
しん

学
がく

をしたいから 

⑤ 仕
し

事
ごと

に就
つ

いたり、今
いま

の仕
し

事
ごと

のために学
まな

んだりした

いから 

⑥ 読
よ

み書
か

きをできるようになりたいから 

⑦ 日
に

本
ほん

語
ご

を覚
おぼ

えたいから 

⑧ 日
に

本
ほん

の文
ぶん

化
か

や社
しゃ

会
かい

について学
まな

びたいから 

⑨ 友
とも

達
だち

を作
つく

りたいから 

⑩ その他
た

（自
じ

由
ゆう

記
き

述
じゅつ

） 
 

【質問
しつもん

３】夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

について知
し

りたいこと、不
ふ

安
あん

に思
おも

って

いること、わからないこと、学
まな

びたいことがあったら、自
じ

由
ゆう

に書
か

いてください。 

【回
かい

答
とう

期
き

限
げん

】  令
れい

和
わ

６年
ねん

３月
がつ

２９日
にち

（金
きん

） 

【回
かい

答
とう

方
ほう

法
ほう

】下
か

記
き

の方
ほう

法
ほう

で回
かい

答
とう

してください。 

１．ハガキ 

右
みぎ

のハガキ部
ぶ

分
ぶん

を切
き

り取
と

り、郵
ゆう

便
びん

ポストへ投
と う

函
かん

してくだ

さい。切
きっ

手
て

はいりません。 

２．インターネット 

右
う

記
き

の QR コードから「夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

」の 

ページにアクセスし、「夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

について 

のアンケート」から回
かい

答
とう

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

アンケート 

 質
しつ

問
もん

１～３にお答
こた

えください。  

【質
しつ

問
もん

１】  （     ） 理由
り ゆ う

                          

【質
しつ

問
もん

２】  （                                    ）  

※⑩その他
た

                                     

                                              

【質
しつ

問
もん

３】 

 

 

 

 

 

今
こん

後
ご

、夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

を求
も と

めますか。  

その場
ば

合
あい

は、下
か

記
き

に連
れん

絡
ら く

先
さき

の記
き

載
さい

をお願
ねが

いします。 

 

名
な

前
まえ

                                             

住
じゅう

所
し ょ

                                             

電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

（任
にん

意
い

）                                   

メールアドレス（任
にん

意
い

）                                   

〈問
と

い合
あ

わせ先
さき

〉 

石
いし

川
かわ

県
けん

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

 

学
がっ

校
こ う

指
し

導
どう

課
か

 夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がく

開
かい

設
せつ

準
じゅん

備
び

室
しつ

 

（電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

 ０７６－２２５－１８３４） 

業者へ作成依頼 

石
いし

川
かわ

県
けん

立
りつ

       中
ちゅう

学
がっ

校
こう

へは、 

北
ほく

鉄
てつ

バス 野
の

町
まち

駅
えき

より 徒
と

歩
ほ

７分
ふん

 

北鉄バス 野
の

町
まち

より 徒
と

歩
ほ

１１分
ふん

 

北鉄バス 泉
いずみ

本
ほん

町
まち

より 徒
と

歩
ほ

８分
ふん

 

 



住民の皆さまへご周知ください 

い百文第３７１号 

令和５年８月２８日 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

 

 

いしかわ百万石文化祭２０２３実行委員会 

事務局長 戒田 由香里 

（公印省略） 

 

第 38回国民文化祭 第 23回全国障害者芸術・文化祭 

（統一名称：いしかわ百万石文化祭 2023）の主要事業 

「チームラボ 金沢城 光の祭」の開催について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より石川県の文化行政に格

別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、今秋、石川県内全域で開催される、第３８回国民文化祭及び第２３回全国障

害者芸術・文化祭である「いしかわ百万石文化祭２０２３」の県実行委員会主催事業

の一つとして、世界的人気を誇るアート集団「チームラボ」が、夜の金沢城公園の五

十間長屋や石垣、木々などを大規模な光のアート空間に変えるイベント「チームラボ 

金沢城 光の祭」を、９月３０日（土）から１１月２６日（日）まで開催します。 

この光のイベントの実施は今回限りであり、来年以降の実施予定は今のところあり

ませんので、県民を初め国内外の多くの方に観覧いただきたいと考えております。 

 つきましては、別添のチラシにより、貴校下（地区）住民の皆さまにご周知いただき

ますようお願い申し上げます。 

 なお、イベントの開催等に伴い、金沢城公園の閉園時間が一部変更になるほか、開

催期間中の夜間において金沢城公園内の通り抜けができなくなるなど、地域住民の皆

さまに大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

（周知の方法等） 

 ・チラシは、町会数（班数）分を校下事務局に送付しますので、町会長を通じてご

案内いただきますようお願いいたします。 

（本件のお問い合わせ先） 

石川県県民文化スポーツ部 

いしかわ百万石文化祭推進室 

担 当 小倉 

電 話：076-225-1353 

Email：bunka2023@pref.ishikawa.lg.jp 



第３８回国民文化祭及び第２３回全国障害者芸術・文化祭（統一名称：いしかわ百
万石文化祭2023）の主要事業の一つとして、県実行委員会が開催する「チームラボ
金沢城 光の祭」（期間：9/30(土)～11月26日(日)）に伴い、以下のとおり開園時間
の変更等がありますのでお知らせいたします。

◼ 開園時間（変更後）

※従来、退園時間を１０月１５日までは18:00、１６日以降は17:00としていま
したが、半月程度前倒しさせていただき、９月２８日から17:00（退園時間）
となります。

※９月２９日（金）は18:00退園時間（変更なし）

◼ イベント開催期間中（９月３０日（土）～１１月２６日（日））は、金沢城公園
閉園後（毎日１７時以降）に石川門口以外の出入口を閉めるため、公園内の通り
抜けができなくなります。

※例えば、鼠多門口から石川門口を通って兼六園に行くことはできません。
※日中（～１７時まで）はこれまでどおり公園内を通り抜けできます。

地域住民の皆さまにはイベント開催に伴いご不便をおかけしますが、
ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

金沢城公園の閉園時間の一部変更と、
閉園後の園内通り抜けができなくなります

＜本件のお問い合わせ先＞
石川県県民文化スポーツ部いしかわ百万石文化祭推進室
TEL：076-225-1353（平日9時～17時） Email：bunka2023@pref.ishikawa.lg.jp
「チームラボ 金沢城 光の祭」 https://www.teamlab.art/jp/e/kanazawacastle/

9/30(土）～11/26(日)17時以降の
金沢城公園の入場方法について

• 「チームラボ 金沢城 光の祭」は
有料イベントです。入場には専用
チケットの購入が必要です。

• 同イベントの入場口は、「石川門
口」のみです。

• その他の入口（鼠多門口、玉泉院
丸口、黒門口、大手門口）から入
場いただけませんので、ご注意く
ださい。

石川県からのお知らせ

３月１日～９月２７日、２９日 7:00～18:00 （退園時間）
９月２８日、９月３０日～１０月１５日 7:00～17:00（退園時間）
１０月１６日～２月末日 8:00～17:00 （退園時間）







 

 

  

～石川県行政書士会金沢支部事務局～ 

〒920-0024 石川県金沢市西念２丁目２８番１４号  

小山内合同事務所  
tel 076-263-2120 fax 076-263-2144  

info@osajimu.com  
 

石行金発第７号 

令和５年８月２８日 

校下（地区）町会連合会 

町会長        各位 

石川県行政書士会金沢支部 

支部長 小山内 俊平 

（印省略） 

 

『行政書士無料相談会』案内ちらし回覧のお願い 

 
日頃は，校下町会連合会様並びに町会長様には，行政書士制度に格別の

ご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。 

本年も行政書士制度広報月間にちなみ，９月３０日（土），１０月１日

（日）に『行政書士無料相談会』を金沢市・津幡町・白山市・内灘町で開

催いたします。 

つきましては，町会の皆様へ上記相談会の｢案内ちらし｣を回覧板により

回覧頂きます様，ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。９月中の回

覧をお願いいたします。 

市民の方々のお困りごとや悩みごとの解決，トラブルの未然防止にお役

立て頂きたく，行政書士が無料でご相談に応じますので，何卒，ご理解ご

協力のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 

 

◇昨年度は，２日間で計４５件のご相談がありました。 

（主な内容は相続・遺言，成年後見，各種契約ほか） 

 

◇町会班分のちらしをご用意し，各町会へ後日郵送いたしますので，回覧をお願い

いたします。 

mailto:info@osajimu.com




班回覧のお願い  

 

令和５年８月２８日  

 

各校下（地区）町会連合会  会長 様  

金沢調停協会会長   奥村  回  

 

『「無料調停相談会」のおしらせ』の班回覧へのご協力のお願い  

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

 平素から司法に関する広報活動に深いご理解とご高配を頂き、厚くお礼申し

上げます。  

 さて、当調停協会では最高裁判所からの委嘱に基付き、民事及び家事の紛争

についてその解決手段の一つである調停制度の普及宣伝を図る目的で、無料調

停相談を行っております。  

今年度は下記の日程で開催を予定しています。  

つきましては、別添回覧チラシのとおり、市民の皆様にお知らせしたいと存

じますので、各世帯への回覧につきまして格別のご高配を賜りますようお願い

申し上げます。  

 

記  

 

 令和５年１０月９日（月）午後１時～午後３時半  

             香林坊アトリオ    ４階  アトリオサロン  

 

以上  

 

 

 

    

               

お問い合わせ先  

金沢 調停 協 会（ 金 沢地 方裁 判 所内）                                 

℡（FAX）０７６－２６２－３２４１   



回
覧

10月1日は「法」の日です。

無料調停相談会
調停制度とは？？

裁判と異なり、裁判官と調停委員が双方の言い分を丁寧に聞いた上で、

お互いの話し合いを手助けします。当事者の合意による解決が基本で、その結果には

法的な強制力があります。

日時：令和５年１０月９日(月)

午後１時00分～午後3時30分

場所：金沢香林坊アトリオ４Ｆ

アトリオサロン

夫婦関係

親権・面会交流

財産分与・年金分割

養育費・生活費

相続・親族間の争い

認知・親子関係

慰謝料

男女間の問題 など

土地・建物・部屋のもめごと

交通事故、自転車事故

近隣トラブル

建築紛争

給料・退職金

パワハラ、セクハラ

債務過払い問題

請負・売買代金 など

◇ 予約不要です。当日、直接会場にお越しください。

◇ 調停委員が調停制度の利用方法や手続について、

 無料でご相談に応じます（その場で直接紛争解決をはかるものではありません。）。

❖ 公益財団法人日本調停協会連合会  金沢調停協会❖ 

調停委員による

調停のメリットとは？？

☑ 手数料は安く、手続も簡単   ☑ 非公開ですのでプライバシーが守られます

☑ 比較的短期間で解決がはかれます ☑ 相手と直接交渉しなくても済みます

民
事
調
停
の
例

家
事
調
停
の
例



令和 5年 8月 28日 

 

 

 

 各校下（地区）町会連合会 会長  様 

 

総務省石川行政評価事務所 

                           行政相談課長 

 

 

一日合同行政相談所の案内チラシの班回覧等への御協力のお願い 

 

総務省の行政相談業務につきましては、日頃から御協力いただき、厚く御礼

申し上げます。 

さて、当省では、行政相談制度が広く国民に理解され、更に充実、発展するよ

う努めているところであり、その一環として、毎年度「行政相談週間」を実施し

ております（今年度は 10月 16日（月）～22日（日））。 

今年度は、同週間行事として、金沢市と共催で、10月 18日（水）に金沢駅西

合同庁舎において一日合同行政相談所を開設することとしております。 

つきましては、別添案内チラシ等により、住民の皆様に広くお知らせしたい

と存じますので、御多忙中恐縮ですが、案内チラシの班回覧について、御協力

くださいますようお願い申し上げます。 

なお、回覧チラシにつきましては、本日（8 月 28日）以降、早急に各校下（地

区）町会連合会事務所にお届けしたいと存じますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

(本件のお問合せ先) 

                       行政相談課 今給
いまきい

黎
れ

 

TEL：076-222-5232 

FAX：076-222-5233 

 



金沢市
一日合同

行政相談所

📞📞076-222-5232
予約・お問い合わせ先 ： 総務省 石川行政評価事務所

登記、税、年金、相続や人権問題などくらしの中の
お困りごとをワンストップでご相談できます！

日 程

１０/１８（水） 13:00～16:00

場 所

金沢駅西合同庁舎2階第2会議室
（金沢市西念3-4-1）

主催：総務省石川行政評価事務所
共催：石川官公庁行政相談連絡協議会／金沢市

行政相談マスコット
キクーン

（受付時間：平日９時～１７時）

（15：30受付終了）

MAP

参加機関

金沢地方法務局 金沢国税局 石川労働局 金沢北年金事務所

石川県土地家屋調査士会 石川県司法書士会 石川県行政書士会

北陸税理士会 石川県 行政相談委員 金沢市 石川行政評価事務所

One-day Joint Administrative Counseling Center
in Kanazawa city



～～ご来場に当たってのご案内～～

お車でお越しの方は、会場併設の駐車場をご利用ください。
バスでお越しの方は、「駅西合同庁舎前」が最寄りとなります。

相談時間は最大３０分、各機関先着順（予約対象機関を除く）で
ご案内します。

発熱等の症状がある場合には、来場をお控えいただきますよう
お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の状況等により、オンライン（非対面）での
対応、又は相談会を中止させていただく場合があります。

当日は多言語翻訳アプリを用意しています。
We are equipped with Multilingual Translating Application for your counseling.

登記、国籍、供託等の相談ができます
◆土地や建物の名義変更をしたい
◆日本の国籍を取得したい

法
務
局

年金に関する相談ができます
◆年金の受給手続について知りたい
◆いくら年金がもらえるか知りたい

年
金
事
務
所

国税に関する相談ができます
◆インボイス制度について教えてほしい
◆各種控除について知りたい

国
税
局

登記や相続、簡易裁判等の相談ができます
◆債務整理をしたい
◆成年後見制度を利用したい

司
法
書
士

各種書類作成に関する相談ができます
◆契約書を作りたい
◆役所へ許認可申請をしたい

行
政
書
士

税金に関する相談ができます
◆相続税がいくらかかるか知りたい
◆確定申告について教えてほしい

税
理
士

金沢市の事務全般の相談ができます
◆介護のサービスについて知りたい
◆養子縁組をしたい

金
沢
市

※その他国の事務に関する相談は、行政相談委員、石川行政評価事務所が対応します。

相談事例の一部を紹介しています。記載以外の相談も幅広く受け付けています。

労働に関する相談ができます
◆パワハラを受けている
◆求職中の手続を知りたい

労
働
局

測量、筆界特定等の相談ができます
◆遠方にある不動産の現況を知りたい
◆土地の境界が分からない

土
地
家
屋
調
査
士

石川県の事務全般の相談ができます
◆県営住宅に入居したい
◆各種助成金を申請したい

石
川
県

We receive your inquiry, complaint, opinion or request regarding a wide range of administrative affairs, 
including the procedure for obtaining Japanese nationality, filing a lawsuit and so on.



班回覧のお願い 

令和５年８月２８日 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

 

石川県士業団体協議会 

会長 南 波 洋 行 

（幹事団体：日本公認会計士協会北陸会石川県部会） 

 

「士業団体よろず無料相談会のお知らせ」の班回覧へのご協力のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、私共石川県士業団体協議会では、毎年１０の専門職能団体（弁護士・税理士・社会保険

労務士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁理士・公認会計士・中小企業

診断士）が合同で無料相談会を開催しております。 

 今年度は下記の日程で開催を予定しておりますので、別添チラシにて回覧を通して町会の皆様

に周知していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、チラシにつきましては、９月初旬に各校下・地区の事務局に送付させていただきます。 

 

記 

「士業団体よろず無料相談会」の詳細について 

 

１．日 時  令和５年１０月２１日（土） １０：００～１６：００ 

２．会 場  片町きらら 1階 特設会場（金沢市片町２－２－２） 

３．内 容 

県内１０の専門職能団体（弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・土地家屋

調査士・不動産鑑定士・弁理士・公認会計士・中小企業診断士）が、あらゆる問題の相談に無料

で応じます。（予約不要・先着順） 

以上 

≪お問い合わせ先≫  

石 川 県 士 業 団 体 協 議 会 

（幹事団体：日本公認会計士協会北陸会） 

金沢市玉川町１１番１８号 

ＴＥＬ：０７６－２６５－６６２５ 

ＦＡＸ：０７６－２６５－５６９４ 

メール： hokuriku@sec.jicpa.or.jp 



                  （案） 

士業団体よろず無料相談会 
―１０士業が知恵を集めて皆様の問題解決をお手伝いします― 

 

◆日 時  令和５年１０月２１日 (土)            ・予約不要 

午前１０時～午後４時          ・先着順で受付 

  （最終受付：午後 3時 30分）        ・秘密厳守  

◆場 所  片町きらら １階 特設会場                                     

                                              

10の専門職能団体の専門家が、あらゆる問題をワンストップサービスで    

相談に応じます。相談料は不要です。お気軽にご相談ください。 

※相談時間は30分を目安とさせていただきます。 

お問合わせ先 石川県士業団体協議会（令和５年度幹事団体：日本公認会計士協会北陸会） 

 受付時間：平日 午前９時～午後５時     ０７６－２６５－６６２５ 

弁 護 士 
困ったときは、まず法律相談 

交通事故、相続、遺言、離婚、借金、金銭貸借、不動産、刑

事事件、犯罪被害などの法律問題についてお気軽にご相

談ください。 

公 認 会 計 士 
信頼の力を未来へ 

経理業務や事業計画、資金繰り計画など財務業務など

経営全般にわたる相談やアドバイスを行っています。企

業再生なども手掛けておりますので、まずはご相談くだ

さい。 

土地家屋調査士 
土地境界の専門家 

お隣の土地との境界を確認したい時や建物を改築・増築

したが登記が必要かどうかわからない時など、不動産に

関するご相談にお応えします。 

社会保険労務士 
社会保険労務士は「人を大切にする」働き方改革の専門家です 

企業の健全な発展と、働く人々の福祉の向上をお手伝

いします。人事・労務管理、労働・社会保険、各種助成

金、年金等お気軽にご相談ください。   

税 理 士 
税に関する専門家 

私達の生活と深いかかわりのある所得税、相続税、贈与

税、消費税などの税金に関してのご相談にわかりやすく

回答します。 

弁 理 士 
弁理士は「知的財産に関する専門家」です 

物・方法等のアイデア、物のデザイン、商品の名前、お店

の名前、著作物など、知的財産全般について、その権利

の創出・取得・活用に関する様々なご相談に対応しま

す。 

司 法 書 士 
司法書士はあなたの権利を護（まも）ります！ 

相続、遺言、高齢者等の財産管理、借金問題、悪質商法、

仕事先でのトラブル、土地や建物の登記、会社の登記、空

き家問題など、身近なお困りごとについてご相談くださ

い。 

不動産鑑定士 
不動産に関する良き相談役 

不動産鑑定士は、土地、建物、借地権、底地などの「価

格・賃料」を評価するほか、有効利用などの不動産に係

わる様々な相談に応じます。 

行  政  書  士 
行政手続のスペシャリスト 

許認可申請や法人設立、外国人雇用などビジネスに関す

ること、相続や遺言、各種契約など日々の暮らしに関する

書類作成のこと、幅広くご相談に応じます。何でもご相談

ください。 

中小企業診断士 
日本の企業を強くする力 

事業を始めたい、フリーランスで働きたい方のご支援を

しています！ 

会社経営のことは何でもご相談ください。 

 









令和 5年 8月 28日 

 

金沢市町会連合会 殿 

 

 

一般社団法人金沢市歯科医師会 

                      会 長  伊藤 基夫  
（公印省略） 
 

 

一般社団法人金沢市歯科医師会 

いい歯の日 お口の健康フェスティバル チラシについて 

 

時下、益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃より当会会務運営に多大なご尽力

賜り厚く御礼申し上げます。 

金沢市歯科医師会では、「い（1）い（1）歯（8）」の日に合わせて行う歯科保健啓発

活動「いい歯の日、お口の健康フェステバル」市民公開講座を 11月 12日（日）に開催

致します。町会連合会様の回覧板を通じ、より一層の市民広報活動を行いたいと考えて

おります。 

 つきましては、誠に恐縮なことではございますが回覧板でのチラシ広報にご了解いた

だきたく、御配慮を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 





班回覧のお願い 

令和５年８月２８日 

 

 

各校下（地区）町会連合会 会長 様 

 

石川県社会保険労務士会 

会長 村 上 正 雄 

（公印省略） 

 

「社労士による無料相談会のお知らせ」の班回覧へのご協力のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、私共石川県社会保険労務士会では、毎年「社労士の日」（１２月２日の社会

保険労務士法制定の日）に合わせ、県民を対象に労働や年金等に関する無料相談会

を開催しております。今年度は県内の３会場を対面での相談会場とし、また、相談

専用番号での電話相談も受付いたします。 

つきましては、下記の日程で開催を予定しておりますので、別添チラシにて回覧

を通じ町会の皆様に周知していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、チラシにつきましては、１０月中に各校下・地区の事務局に送付させてい

ただきます。 

 

記 

 

「社労士による無料相談会」の詳細について 

 

１．日 時  令和５年１２月１日（金） １０：００～１７：３０ 

 

２．場 所  【金沢】石川県社会保険労務士会 事務局会議室 

（金沢市玉鉾２－５０２ TURSTY BUILDING２階） 

【小松】こまつドーム ミーティングルーム（小松市林町ほ５） 

【珠洲】珠洲商工会議所 第２研修室（珠洲市飯田町１－１－９） 

 



 

 

３．内 容 

過重労働やハラスメント等の労働問題への対応や年金制度（特に障害年金）など、

労働・年金の専門家があらゆる問題の相談に無料で応じます。また、今年度も社労

士成年後見センター石川との共催で行い、成年後見等の幅広い相談にも対応いたし

ます。（予約不要・先着順） 

 

以上 

 

 

 

 ≪お問い合わせ先≫  

石川県社会保険労務士会 

金沢市玉鉾２丁目５０２番地 

ＴＥＬ：０７６－２９１－５４１１ 

ＦＡＸ：０７６－２９１－５４１５ 

メール：isr@ishikawa-sr.net 



働く人も事業主の方も「職場
でのお悩み」、「雇用について
の疑問」等を労働・年金の
専門家である社労士に相談
してみませんか？

社労士制度は今年で55周年

主催：石川県社会保険労務士会 共催：一般社団法人  社労士成年後見センター石川

（076）

291-5418

電話相談
電話による相談をご希望の方は、当日、下記番号まで
お電話ください。

対面による相談をご希望の方は、当日、下記相談会
会場までお越しください。

対面相談

金沢会場 小松会場

12/
令和5年1金
午前10時から午後５時30分

金沢市玉鉾２丁目502番地
TRUSTY BUILDING ２階

石川県社会保険労務士会
事務局

小松市林町ほ５

こまつドーム
ミーティングルーム

珠洲会場

珠洲市飯田町１－１－９

珠洲商工会議所
第２研修室

社会保険労務士による

無料相談会

まめだ
簡易グラウンド

犀川
若
宮
大
橋

シャトレーゼ
入江店

様・様玉鉾店

クスリのアオキ
玉鉾店

チャンピオンカレー
玉鉾店

↑
至
若
宮

至
入
江
↓

←至高畠

玉鉾

（TRUSTY BUILDING）
石川県社会保険労務士会

P

珠洲商工会議所
飯田港

珠洲市総合病院

道の駅
すずなり珠洲市役所

若
山
川

249

↑
至
輪
島
市

←至加賀市 至能美市→

こまつドーム

↑
至
小
松
市

粟津温泉

高藤建設工業㈱

粟津温泉ドリームパーク

小松大谷高校

日
用
川

小松市立
矢田野小学校

８ 粟津IC

石川県社会保険労務士会

健康保険
労災

雇用保険

老齢・障害・
遺族
各種年金

ハラス
メント

労働条件 成年後見
制度

育児休業
介護休業

※秘密は厳守いたします。

障
害
年
金
で

お
困
り
の
方
も
ぜ
ひ
！

労働
年金

予約はいりません。
お気軽にお越しください。
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